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旅費問題について、県教委と懇談をすることになりました 
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＊旅費に関するアンケートのまとめ（学校名ならびにそれが特定される表現は伏せました） 

・乾電池、燃料(ガスボンベ)などは毎回に支給があっていい。(毎回請求しています。） 

・新しいものはともかく，せめて今まで認められてきた燃料代，水代等は，引き続き支

出されるよう強く要望します。 

・県の通知で認められているものはあくまで一例に過ぎず、消耗品についてはあがって

きたものは現場の意見を元に認めていただきたい。 

・今年度から北アルプスと御岳ではトイレが全面有料化されたが、チップ制度であり、

領収証払いというのはなじまない。環境保護、県のスタンスからしても定額で支給し

て欲しい。 

・食卓費を改めようなどと言うなら、顧問に山小屋の宿泊を推奨すべき。山岳部顧問に

は体力の負担と同様、引率隊の計画準備（自らの準備も含む）の負担が大きいのに、



生徒と区分けしにくい領収書の提出など、更に準備を煩雑にするのは、折角復活しつ

つある山岳部の活動を細らせる。 

・特別な手当はいらないが、旅館等に宿泊した場合と同等の利便性を考えて欲しい。 

・湯茶のサービス、暖冷房、入浴等、テント泊にはどれもないこと。(全て自分持ち？？)

食卓料の領収書払い？では、食料の運搬料、炊事料、用具の使用料等々必要経費項目

はたくさんあるのだが、其れをいちいち証明するのは大変、面倒だから請求しない。

そうすると相手側は、請求されないから出さない。・・・・・・負の連鎖だぁー・・・・。 

・引率業務をする上で必要な負担経費は、必ず支給する姿勢で対応していただきたい。 

・昨年夏休みの夏合宿で、宝剣～空木岳～池山を一泊二日しました。その時に、本来は

駒峰ヒュッテに宿泊の予定でしたが、１日目、昼の時点で駒峰ヒュッテに着くのが夜

になってしまうと判断し、危険なため、急遽、檜尾避難小屋に泊まることになり、校

長には電話連絡を入れました。避難小屋は管理人が不在であるので、利用料金として

1 人千円入れるように書いた紙の貼ってある木の箱があり、私たち引率職員分と生徒

分を合わせた額を入れました。しかし、当然領収書などありません。領収書がなけれ

ば駄目だということで、私たちは自腹を切る形になりました。今年の新人戦で、生徒

と共に夕食を食べたということと、また地区の事務長の会議で、山岳部の引率に関わ

る食卓料は実費でいいのでは、という話題が出たことを理由に食卓料をレシートの人

数割でしか出さないと言われ、抗議しましたが、本校の事務の方が、わかってくれま

せん。山での食事というのは夕食が充分な量ではないため、個人でも多くの食糧を持

って行っています。また、ホテルに泊まるような引率の方が布団で、トイレもあり、

寒くもないところで過ごせるのと違って、山はトイレもお金を払わなければ入れませ

んし(当然領収書などありません)、小屋やバンガローであっても寝袋で氷点下になる

ような板の間で雑魚寝しているのです。顧問をするにあたっても、私の場合、趣味で

はなく初任で断ることも出来なかったため、しかたなく山の装備を揃えました。総額

20万円は超えました。毎回の登山でも、遭難に備え、食糧と水、医薬品を個人で5000

円以上は買って持っていっています。顧問を辞めたくても、自分のクラスの生徒がた

くさん入り、生徒がイキイキと活動しているのを見ると、無責任に放り出すわけにも

いきませんし、生徒の頑張る気持ちを支えてあげたい、という思いで今は顧問をして

いるのです。また、山岳部を引き受けてくださる先生もいません。顧問をするにも、

他の競技と違い、一緒に登らなければならない競技であり、装備にお金がかかるのと、

体力的にキツイのと、一度足を踏み外したら、生徒が死ぬ可能性が毎回の登山におい

てあるスポーツだからです。山岳部にのみ、実費と事細かくこだわる事務の方の言い

分は到底受け入れられるものではなく、山岳部の特性と実態に全く理解がないことに、

憤りと理不尽さを感じます。私自身も二度の申し入れをしましたが、私が若いせいも

あるのか、全く聞く耳を持ってくれないのです。教頭に話したところ、理解を示して

くれましたが、教頭は、高体連の専門部が持っている情報があれば欲しいと言ってい

ました。しかし、もし、組合で交渉をしていただけるのであれば、県の回答を待ちた

いと思います。感情にまかせた文面で申し訳ありません。 

・生徒を山岳地域に引率するという業務の特殊性を十分認識していただきたい。 

・旅行経費についてどのようなものの支給が認められているのか、私自身がよくわかっ

ていなくていけないのですが、認められているものを勝手に削られるのは困ります。 


